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令和６年３月 

宇 都 宮 市  

第 10次宇都宮市高齢者保健福祉計画 
第９期宇都宮市介護保険事業計画 

（地域包括ケア計画） 

概要版 

この計画は，高齢者が住み慣れた地域で，健康で生きがいを持ち，安心して自立

した生活を送ることができる，笑顔あふれる長寿社会の実現を目指し，団塊の世代

が 75 歳以上となる令和７（2025）年や団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる 

令和 22（2040）年における本市の高齢化の状況や介護等のニーズを見据え，  

本市の実情に応じた高齢者の自立支援・重度化防止や認知症対策，介護サービスの

基盤整備などの施策・事業を更に推進していくために策定しました。 

〔計画期間〕令和６年度～令和８年度 

本計画について 
詳しくはこちら▶ 



② 

■ 国の動向（介護保険法で定める基本指針） 

【介護サービス基盤の計画的な整備】 

①  地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

②  在宅サービスの充実 

【地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組】 

①  地域共生社会の実現 

②  デジタル技術を活用し，介護事業所間，医療・介護間での連携を円滑に進めるための医療・介護情報基盤を整備 

③  保険者機能の強化 

【地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上】 

①  介護人材を確保するため，処遇の改善，人材育成への支援，職場環境の改善による離職防止，外国人材の受け入れ環境整備な
どの取組を総合的に実施 

②  介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進 

■ 宇都宮市における人口構造等の変化 

高齢者数と高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今後，総人口が減少する中，高齢者数は，引き続き，
増加傾向が続く。また，2040 年には，団塊ジュニア世
代が高齢者となり，団塊の世代が 90 歳を超える。 

要介護・要支援認定者数と認定率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ひとり暮らし高齢者数や認知症高齢者数の増加など
を背景に，要介護認定率は，2025 年で 18.9％，2040年
には 21.0％まで上昇する。 

■ 宇都宮市における市民の意向等 

・ 地域活動に参加していない理由（調査対象：65歳以上の市民） 

 ⇒ 「きっかけがない」，「どこでどのような活動をしているのか知らない」，「活動に興味・関心がない」 

・ 高齢社会において必要だと思う施策（調査対象：65 歳以上の市民） 

 ⇒ 「地域包括支援センターなど身近な相談窓口の充実」，「介護を支える人材の育成や支援の充実」， 

「認知症の高齢者や介護家族などへの支援の充実」 

・ 在宅生活の継続に必要だと思う支援・サービス（調査対象：在宅の要介護・要支援認定者） 

 ⇒ 「外出同行（通院，買い物等）」，「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」，「外出同行（通院，買い物等）」，「掃除・洗濯」 

・ 人生の最期をどこで迎えたいか（調査対象：65歳以上の市民） 

 ⇒ 「自宅」が 56.1％（前回調査比＋6.0ポイント） 

・ 認知症の人が偏見を持ってみられる傾向があるかどうか（調査対象：65歳以上の市民） 

 ⇒ 「あると思う」と「どちらかといえばあると思う」を合わせて 56.4％（前回調査比＋2.0ポイント） 

 ● 高齢者を取り巻く環境の動向と課題の整理 
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③ 

    ■ 国の動向や宇都宮市の状況などから導出された新たな課題 

  ① アフターコロナにおける社会参加の推進 

・   アフターコロナにおいて，高齢者が社会とのつながりを取り戻し，積極的に健康づくりや介護予

防に取り組めるよう支援していくことが重要 

・   今後，これまで以上にデジタル社会が進展していく中，高齢者がデジタルの恩恵を享受でき，よ

り豊かな生活を送るための環境を整備していくことが重要 

② 地域共生社会の構築に向けた支え合い体制の強化 

・   認知症高齢者やひとり暮らし高齢者などの支援を必要とする高齢者の更なる増加や，高齢者を

取り巻く課題の複雑化・複合化に対応できるよう，地域包括支援センターを中核とした多様な担い

手による支え合い体制の強化が重要 

・   認知症の予防を推進しながら，認知症の人が尊厳を保持しつつ社会の一員として尊重される共

生社会の実現を目指し，認知症に関する地域の支え合い活動の推進や身近な地域における相談体

制の充実など，認知症対策の更なる推進が重要 

③ 介護サービス基盤の整備 

・   医療や介護の需要は今後もしばらく増加が続くと見込まれることから，ニーズに応じた介護保険

施設の整備に取り組むことに加え，介護サービス利用者の自立支援・重度化防止に資する取組の

強化や介護人材の確保，地域密着型サービスの適正配置など，在宅サービスの提供体制の充実に

も取り組むことが重要 

・   認知症介護者やヤングケアラーなどの様々な状況にある介護者に対する心身のケアも重要 

④ 高齢者の居住の安定確保や成年後見制度の利用促進 

・   高齢者が，心身の状況や生活状況に応じて最適な住まいを選択し，安心して暮らすことができる

よう，高齢者向け住宅の更なる普及や住環境の向上に向けた支援に取り組むことが重要 

・   本市の成年後見制度利用促進計画に基づき，成年後見制度等の周知や利用支援などに取り組

むことが重要 

⑤ 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進 

・   地域包括ケアシステム（►９ページ）は，地域共生社会（►11 ページ）の構築に向けた「中核的な基

盤」として，多職種の連携による支援体制の制備や多様な担い手による地域支え合いの基盤づくり

など，各取組を一層推進していくことが重要 

  

 



④ 

■ 基本理念と基本目標，施策の方向性                    

 

  

施策の方向性１ 健康づくり・介護予防の推進 

   市民の健康づくり・介護予防の推進に向け，デジタルを活用しながら，積極的に健康づく
りや介護予防に参加できるよう支援するとともに，リハビリテーション専門職の派遣や医
療・介護データに基づくプログラムの導入などにより，効果的な介護予防活動を推進しま
す。 

施策の方向性２ 生きがいづくりの促進 

   高齢者の生きがいづくりの促進に向け，老人クラブやふれあい・いきいきサロンなどの社
会参加活動の促進に取り組むとともに，シニア世代を対象とした学習機会の提供や，多様な
活躍の場の提供を図ります。 

基本目標１ 健康で生きがいのある豊かな生活の実現 

基本目標２ 地域で支え合う社会の実現 

◆ 基本理念 ◆ 

住み慣れた地域で，健康で生きがいを持ち， 

安心して自立した生活を送ることができる，笑顔あふれる長寿社会の実現 

施策の方向性１ 地域共生社会の構築に向けた地域での支え合い体制の強化 

   地域共生社会の構築に向け，高齢者を取り巻く複雑化・複合化した課題や分野を超えた
総合的な相談に対応できるよう，地域包括支援センターにおける体制・環境の整備に取り組
むとともに，地域ケア会議や第２層協議体などにおいて，様々な社会資源が有機的に連携し
た支援体制の充実を図ります。 

施策の方向性２ 認知症施策の充実【宇都宮市認知症施策推進計画】 

   認知症の人が尊厳を保持しつつ，希望をもって暮らすことができるよう，認知症に関する
市民の理解促進や相談支援，医療・介護等の切れ目ないケア体制の充実など，認知症施策の
充実を図ります。 

施策の方向性３ 高齢者にやさしいまちづくりの推進 

   高齢者にやさしいまちづくりの推進に向け，福祉のこころの醸成や教育などの「福祉の
こころを育む人づくり」に継続して取り組むとともに， 「ネットワーク型コンパクト 
シティ」の形成など，安全・安心・快適に暮らせる福祉の基盤づくりを推進します。 

 ● 施策・事業の展開 

施策の方向性４ 安全で安心な暮らしの支援 

   高齢者が安全で安心な暮らしを続けられるよう，地域における相談・見守り体制の充実を
図るとともに，感染症予防や防災・防犯などに関する意識の高揚を図ります。 

基本理念は本市の「目指すべき高齢社会像」を示すもので，この基
本理念を通じ，地域の高齢者一人ひとりがいきいきと安心して暮らす
ことができ，「長生きしてよかった」と思えるような社会を築きます。 



⑤ 

 

  

 

施策の方向性１ 介護保険事業の充実 

   中長期的に持続可能な介護保険事業の運営に向け，計画的に施設・居住系サービスや地
域密着型サービスの整備を進め，介護サービス提供基盤を確保するとともに，多様な生活
支援サービスの充実を図ります。 

施策の方向性２ 介護人材の確保 

   本市の実情に応じた介護人材の確保に向け，介護事業所における新規就労者の育成・確
保や，介護職の離職防止に資する職場環境の向上を図ります。 

施策の方向性３ 介護サービスの質の確保・向上 

   介護サービスの質の確保・向上に向け，国の指針などを踏まえて介護給付の適正化を図
るとともに，介護人材の育成・支援に取り組みます。 

施策の方向性４ 在宅医療・介護連携の推進 

   医療機関や介護サービス事業者などの関係者間の連携を推進するため，円滑な連携に向
けた体制の強化や専門職の育成・確保に取り組むととともに，在宅での療養について，市民
の理解促進を図ります。 

施策の方向性５ 介護者等への支援 

   介護サービスの利用者が自ら必要なサービスを安心して選択できるよう，介護保険制度
に関する情報提供を行うとともに，介護者の心身のケアが図れるよう，認知症介護者やヤン
グケアラーなどの様々な状況にある介護者を対象とした相談支援などを行います。 

施策の方向性１ 高齢者の状況に応じた在宅福祉サービスの提供 

   支援やサービスを必要とする高齢者が，心身等の状況に応じた適切なサービスを利用で
きるよう，引き続き，在宅福祉サービスの周知を図りながら，適切な支援を行います。 

施策の方向性２ 高齢者の自立した生活を支える住環境の整備 

【宇都宮市高齢者住居安定確保計画】 

   高齢者の自立した生活を支えるための住環境を整備できるよう，既存住宅の改修支援や
多様な住宅の確保を図るとともに，住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅等への円滑な
入居に向けた相談支援に取り組みます。 

施策の方向性３ 高齢者の権利を守る制度の利用支援 

   高齢者の権利が守られるよう，引き続き，高齢者虐待を防ぐための意識啓発に取り組む
とともに，本市の成年後見制度利用促進計画に基づき，成年後見制度等の周知や利用支援
などを行います。 

基本目標３ 介護サービスが創る笑顔あふれる社会の実現 

基本目標４ いつまでも自分らしさを持ち，自立した生活の実現 



⑥ 

■ 主な事業                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

施策の方向性１ 健康づくり・介護予防の推進 

 ・ 介護予防普及啓発事業 

     … 基本的な知識や技術の普及を図るための教室や講演会などを行う事業で，教室の開催に際しては，オンラ

インを活用し，参加者層の拡大を図る事業 

施策の方向性２ 生きがいづくりの促進 

 ・ スマホ基礎講座【新規事業】 

     … 身近なスマートフォンの基本操作を学び，利用技術を向上するため，生涯学習センターでの「スマホ基礎講

座」を実施する事業 

 ・ 宮デジサポーター事業【新規事業】 

     … スマートフォンの操作方法などを教える地域のボランティア「宮デジサポーター」を養成し,高齢者等のデジ

タルに不慣れな方が，身近な場所で相談できるなど，地域で支え合える取組を推進する事業 

 

基本目標１ 健康で生きがいのある豊かな生活の実現 

  

施策の方向性１ 地域共生社会の構築に向けた地域での支え合い体制の強化 

 ・ 地域包括支援センターの運営及び機能強化 

     … 地域包括支援センターが，今後も市民に身近な介護・福祉・健康の総合相談窓口として円滑に機能するこ

とができるよう，研修や会議などを通じ，地域包括支援センターにおける他分野との連携促進を実施する

事業 

施策の方向性２ 認知症施策の充実【宇都宮市認知症施策推進計画】 

 ・ 認知症サロン（オレンジサロン）の推進 

     … 認知症の人やその家族をはじめとする誰もが気軽に集まれ，交流できる場の充実し，専門的な相談にも対

応する事業 

 ・ 認知症事故救済事業【新規事業／主要事業】 

     … 認知症を原因とする事故により，第三者に怪我などを負わせてしまった場合に，その補償に係る経済的負

担を軽減するための保険制度を実施 

施策の方向性３ 高齢者にやさしいまちづくりの推進 

 ・ 共生のこころを育むプロモーション事業【新規事業】 

     …地域社会の一員として，その地域の支え手となれるよう，共生のこころをはぐくむ人づくりの推進 

 ・ 拠点への生活利便施設等の充実と便利で快適に移動ができる，外出しやすい移動環境の形成 

     … ネットワーク型コンパクトシティ（ＮＣＣ）の形成に向けた店舗等の誘導・集積や地域内の身近な移動を支え

る交通網の構築を行う事業 

施策の方向性４ 安全で安心な暮らしの支援 

 ・ ひとり暮らし高齢者等安心ネットワークシステムの推進 

     … 見守りを必要とする高齢者を地域住民等で見守る体制を構築する事業 

 ・ 感染症への対策に関する意識啓発の推進 

     … 感染症の流行時において，感染症の拡大を防止するため，広報紙やホームページなどにより，予防対策等

に関する意識啓発を行う事業 

基本目標２ 地域で支え合う社会の実現 



⑦ 

 
 

 

 

 
  

 

  

施策の方向性１ 介護保険事業の充実 

 （施設等の整備）  ８ページ 

 （介護保険料の設定）  ８ページ 

施策の方向性２ 介護人材の確保 

 ・ 新規就労者の確保 

     … 県の出前講座や介護体験事業などの周知による学生等を対象とした介護職への理解促進 

 ・ 介護ロボットやＩＣＴの活用促進 

施策の方向性３ 介護サービスの質の確保・向上 

 ・ 介護サービス事業所評価事業の実施 

施策の方向性４ 在宅医療・介護連携の推進 

 ・ 地域住民への普及啓発 

施策の方向性５ 介護者等への支援 

 ・ 介護者交流会の充実 

     … オンラインの活用などにより様々な状況にある家族等の介護者の参加を促進しながら介護経験者を交え

て介護に関する情報交換等を行う介護者同士の交流会を開催 

 ・ ヤングケアラーへの支援【新規事業】 

     … ヤングケアラーの早期発見・把握に努めるとともに，ヤングケアラーの疑いのある子どもの相談を受けた

場合には，必要に応じて，医療機関等の社会資源や福祉サービスに家庭をつなぐなど，個々の家庭環境に

応じた支援を実施 

基本目標３ 介護サービスが創る笑顔あふれる社会の実現 

  

施策の方向性１ 高齢者の状況に応じた在宅福祉サービスの提供 

 ・ 高齢者等ホームサポート事業【主要事業】 

     … ひとり暮らし高齢者等に対し，軽易な日常生活上の援助を行う事業 

施策の方向性２ 高齢者の自立した生活を支える住環境の整備 

【高齢者居住安定確保計画】 

 ・ 住宅確保要配慮者に対する居住支援【新規事業】 

     … 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進するため，宇都宮市居住支援協議会による住ま

いに関する相談支援等を実施 

施策の方向性３ 高齢者の権利を守る制度の利用支援 

 ・ 成年後見人等の人材の確保【新規事業】 

     … 成年後見人等となることに関心がある市民に対し，後見人等としての心構えや必要な知識等を習得する

ための市民後見人養成研修を実施するなど，成年後見制度の担い手を確保 

 ・ 地域連携ネットワークの構築 

     … 司法・福祉・行政等の関係機関による権利擁護支援における地域連携ネットワークを構築 

 

基本目標４ いつまでも自分らしさを持ち，自立した生活の実現 



⑧ 

■ 施設・居住系サービスと地域密着型サービスの整備見込み          

  本市における将来の需要増に確実に対応できるよう，介護サービス利用者等のニーズに応じた介護サービス

基盤の整備に取り組み，介護サービスの安定的な提供を図ります。 

サービスの種類 
本計画期間における整備目標（量） 

期末累計 
総 数 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

施設・居住系サービス 21床  21床  0床  0床  4,639床  

 
 
特別養護老人ホーム 
（介護老人福祉施設） 

21床  21床  －  －  2,537床  

地域密着型サービス      

 
 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ５事業所  ２事業所  ２事業所  １事業所   10事業所  

小規模多機能型居宅介護・ 
看護小規模多機能型居宅介護 

２事業所  ２事業所    22事業所  

 
 
認知症高齢者グループホーム 
（認知症対応型共同生活介護） 

54床  54床  － －  522床  

■ 第１号被保険者の介護保険料                       

    介護保険制度の保険者である本市は，計画期間に要する介護保険給付費等の費用を見込むとともに， 

 第１号被保険者（65歳以上の被保険者）の所得等に応じた最適な介護保険料を設定・収納します。 

所得段階区分 保険料率 介護保険料年額 

第１段階 

・  生活保護を受けている方 

・  世帯全員が市民税非課税で，老齢福祉年金を受給して
いる方 

・  世帯全員が市民税非課税で，本人の前年中の公的年
金等収入額及び前年の合計所得金額の合計額が80万
円以下の方 

0.285 19,600円  

第２段階 
世帯全員が市民税非課税で，本人の前年中の公的年金

等収入額及び前年の合計所得金額の合計額が80万円を
超え120万円以下の方 

0.485 33,300円  

第３段階 世帯全員が市民税非課税で，第１段階または第２段階以
外の方（上記以外の方） 

0.685 47,100円  

第４段階 
世帯に市民税課税者がいて，本人が市民税非課税者で

あり，前年中の公的年金等収入額及び前年の合計所得金
額の合計額が80万円以下の方 

0.90 61,900円  

第５段階 世帯に市民税課税者がいて，本人が市民税非課税の方
（上記以外の方） 

1.00 
(基準額) 

68,800円  
(月額5,735円) 

第６段階 本人が市民税課税で，前年の合計所得金額が120万円
未満の方 

1.20 82,500円  

第７段階 本人が市民税課税で，前年の合計所得金額が120万円
以上210万円未満の方 

1.30 89,400円  

第８段階 本人が市民税課税で，前年の合計所得金額が210万円
以上320万円未満の方 

1.50 103,200円  

第９段階 本人が市民税課税で，前年の合計所得金額が320万円
以上500万円未満の方 

1.70 116,900円  

第10段階 本人が市民税課税で，前年の合計所得金額が500万円
以上620万円未満の方 

1.90 130,700円  

第11段階 本人が市民税課税で，前年の合計所得金額が620万円
以上720万円未満の方 

2.10 144,400円  

第12段階 本人が市民税課税で，前年の合計所得金額が720万円
以上1,000万円未満の方 

2.30 158,200円  

第13段階 本人が市民税課税で，前年の合計所得金額が1,000万
円以上の方 

2.40 165,100円  
  

  



⑨ 

■ 地域包括ケアシステムの深化・推進に係る７つの取組            

   本市における地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組は，国が示す「医療」 「介護 」

「介護予防」「住まい」 「生活支援」の５つの分野に，「医療・介護連携」と，「認知症対策」を加え

た７つの分野において重点的に実施しており，高齢者の相談窓口である地域包括支援センター

や，医療・介護・地域などの関係団体，行政が連携して，７つの取組を支援しています。  

   また，本市では，日常生活に密着した都市機能の誘導・集積や，公共交通ネットワークの充実

などを図る「ネットワーク型コンパクトシティ（ＮＣＣ ） 」の形成に取り組んでいるところであり，外

出しやすい環境などの都市構造の強みを活かしながら，地域包括ケアシステムの深化・推進を図

っています。 

  

 ● 地域共生社会の実現を見据えた 地域包括ケアシステムの更なる深化・推進 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続け

ていくためには，医療や介護などの公的サービスを充実するこ

とはもちろんのこと，高齢者一人ひとりが元気なうちから介護

予防に取り組んだり，高齢者の暮らしやすい地域づくりに向

け，身近な支え合い活動に参加したりすることが大切です。 



⑩ 

■ 身近な地域から市域全体までの重層的な体制の構築             

  本市では，身近な地域から市域全体までの重層的な体制により，様々な取組が行われています。 

 ① 地区連合自治会圏域（39 地区） 

  ・ 介護予防教室や見守りなど，日常生活に必要な支援や地域資源の確保 

  ・ 第２層協議体による居場所づくりや支え合い活動の更なる充実 

  ・ 住宅改修の支援や多様な住宅の確保 

 ② 日常生活圏域（25 地区） 

  ・ 地域包括支援センターの設置 

  ・ 地域密着型サービスの計画的な整備 

  ・ 必要な医療・介護サービスの確保 

 ③ 市域全体 

  ・ 地域や地域包括支援センターなどに対する専門的な支援，連携強化に向けた働きかけ 

  ・ 第１層協議体と連携した支援体制の構築 

  ・ 認知症の人やその家族を支援するケア体制の構築 

  

  



⑪ 

■ 地域共生社会と地域包括ケアシステム                   

   本市においては，福祉のまちづくりを推進する計画である「宇都宮市地域共生社会の実現に向けた福祉の

まちづくりプラン」を令和５年２月に策定し，地域共生社会における「共に支え合うまち」を「福祉のまちの姿」

としたところであり，「地域包括ケアシステム」は，この中核的な基盤として，高齢者の地域での生活を支えて

いくものです。 

 

福祉のまちの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

 ・  地域包括支援センターにおいて業務の機能強化や効率化を図りながら，障がい者福祉や児童福祉など，他

分野との連携促進や，第２層協議体に対し，地域共生社会に係る意識醸成や多様な主体の参画に向けた支

援を実施 

 ・  医療・介護連携における多職種の参画に向けた研修の充実や連携支援ツールを活用した情報共有の推進

など，多職種連携を強化や，認知症サロン（オレンジサロン）の拡充など，認知症の人にやさしい地域づくり

を更に推進 

  

  

地域共生社会とは，制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」
という関係を超えて，地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画
し，人と人，人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで，住
民一人ひとりの暮らしと生きがい，地域をともに創っていく社会と定義され
ており，年齢や性別，障がいの有無などに関わらず，すべての人が自分らし
く幸せに暮らすことのできる社会のことです。 

地域包括ケアシステムについて 
詳しくはこちら▶ 



⑫ 

 

本計画の成果目標を設定し，計画期間全体の進行管理に取り組みます。 

指 標 現 状  目 標 

ほぼ毎日外出している高齢者の割合 31.7％  35.6％ 

地域包括支援センターを知っている高齢者の割合 65.7％  70.0％ 

必要な介護サービスを利用しながら在宅生活を継続できている高齢者の割合（地域ケア率） 14.4％  15.3％ 

高齢者の住宅に対する満足度  82.1％  83.1％ 

 

   地域包括支援センターは，地域包括ケアの中核機関として，高齢者の地域に おける

総合相談支援や権利擁護支援，地域のネットワーク構築，ケアマネジャーの支援，介護予

防の推進などの役割を担っています。 
 

担当地区（地区連合自治会） 地域包括支援センターの名称 電話番号 

１ 中央，簗瀬，城東 地域包括支援センター 御本丸 ０２８－６５１－４７７７ 

２ 陽南，宮の原，西原 地域包括支援センター ようなん ０２８－６５８－２１２５ 

３ 昭和，戸祭 地域包括支援センター きよすみ ０２８－６２２－２２４３ 

４ 今泉，錦，東 地域包括支援センター 今泉・陽北 ０２８－６１６－１７８０ 

５ 西，桜 地域包括支援センター さくら西 ０２８－６１０－７３７０ 

６ 御幸，御幸ヶ原，平石 鬼怒 地域包括支援センター ０２８－６８３－２２３０ 

７ 清原 地域包括支援センター 清原 ０２８－６６７－８２２２ 

８ 瑞穂野 地域包括支援センター 瑞穂野 ０２８－６５６－９６７７ 

９ 峰，泉が丘 地域包括支援センター 峰・泉が丘 ０２８－６１３－５５００ 

10 石井，陽東 地域包括支援センター 石井・陽東 ０２８－６６０－１４１４ 

11 横川 よこかわ 地域包括支援センター ０２８－６５７－７２３４ 

12 雀宮（東部） 地域包括支援センター 雀宮 ０２８－６５５－７０８０ 

13 雀宮（西部），五代若松原 地域包括支援センター 雀宮・五代若松原 ０２８－６８８－３３７１ 

14 緑が丘，陽光 緑が丘・陽光 地域包括支援センター ０２８－６８４－３３２８ 

15 姿川（北部），富士見，明保 地域包括支援センター 砥上 ０２８－６４７－３２９４ 

16 姿川（南部） 姿川南部 地域包括支援センター ０２８－６５４－２２８１ 

17 国本 くにもと 地域包括支援センター ０２８－６６６－２２１１ 

18 細谷・上戸祭，宝木 地域包括支援センター 細谷・宝木 ０２８－９０２－４１７０ 

19 城山 城山 地域包括支援センター ０２８－６５２－８１２４ 

20 富屋，篠井 富屋・篠井 地域包括支援センター ０２８－６６５－７７７２ 

21 豊郷 地域包括支援センター 豊郷 ０２８－６１６－１２３７ 

22 河内（古里中学校区） 地域包括支援センター かわち ０２８－６７３－８９４１ 

23 河内（田原中学校区） 田原 地域包括支援センター ０２８－６７２－４８１１ 

24 河内（河内中学校区） 地域包括支援センター 奈坪 ０２８－６７１－２２０２ 

25 上河内 上河内 地域包括支援センター ０２８－６７４－７２２２ 
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